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      提 案 理 由 

  

 中小企業者等への融資あっせんの拡充を図るため、根拠法を産業競争力強化法に改めると

ともに、貸付限度額を引き上げたいので、この案を提出するものである。 
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   入間市商工業振興条例の一部を改正する条例 

 

 入間市商工業振興条例（昭和６０年条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号を次のように改める。 

⑶ 創業者 次のいずれかに該当する者をいう。 

  ア 産業競争力強化法（平成２５年法律第９８号）第２条第２４項第１号、第３号又は

第５号に規定する者 

  イ 産業競争力強化法第２条第２４項第２号に規定する者のうち、次のいずれかに該当

するもの 

   （ア） 当該事業を開始した日以後１年を経過していない者 

（イ） 当該事業を開始した日以後１年を経過している者で事業を開始した日以後初め

て行う地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１７条の２に規定する申告書の

提出に基づく市民税の第１回目の納期が到来していないもの 

  ウ 産業競争力強化法第２条第２４項第４号又は第６号に規定する者のうち、次のいず

れかに該当するもの 

   （ア） 当該会社を設立した日以後１年を経過していない者 

   （イ） 当該会社を設立した日以後１年を経過している者で当該会社を設立した日以後

初めて行う地方税法第３２１条の８に規定する申告書の提出の期限が未到来であ

り、かつ、当該申告書を提出していないもの 

第２条中第４号を削り、第５号を第４号とし、第６号から第９号までを一号ずつ繰り上げ

る。 

 第５条第１項中「、創業者及び新規中小企業者」を「及び創業者」に改める。 

 別表第２の１の項中「１，２５０万円」を「２，０００万円」に改め、同項対象資格の欄

中第８号を第９号とし、第１号から第７号までを一号ずつ繰り下げ、同欄に第１号として次

の一号を加える。 

 ⑴ 中小企業者又は中小企業団体（市と信用保証協会が協議して定める者に限る。以下「融

資あつせん対象中小企業者等」という。）であること。 

別表第２の２の項中「１，２５０万円」を「２，０００万円」に改め、同項対象資格の欄

中第５号を第６号とし、第１号から第４号までを一号ずつ繰り下げ、同欄に第１号として次
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の一号を加える。 

⑴ 融資あつせん対象中小企業者等であること。 

別表第２の３の項中「１，５００万円」を「２，０００万円」に改め、同項対象資格の欄

第１号を次のように改める。 

⑴ 創業者であつて、融資あつせん対象中小企業者等（中小企業団体を除く。以下この号

において同じ。）であること（第２条第３号アの創業者にあつては、事業を開始する日又

は会社を設立する日に融資あつせん対象中小企業者等となること。）。 

別表第２の３の項対象資格の欄第２号中「創業者にあつては、市内に居住し」を「第２条

第３号アの創業者にあつては、市内に居住し」に、「中小企業等経営強化法第２条第３項第３

号」を「産業競争力強化法第２条第２４項第５号」に改め、同欄中第６号を第７号とし、第

５号を第６号とし、第４号を第５号とし、同欄第３号中「新規中小企業者」を「第２条第３

号イの創業者」に改め、「（法人にあつては、市内に本店又は支店の登記がされていること。）」

を削り、同号の次に次の一号を加える。 

 ⑷ 第２条第３号ウの創業者にあつては、市内に本店又は支店の登記がされており、市内

において店舗、工場又は事業所を設け、事業を行つていること。 

   附 則 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 改正後の入間市商工業振興条例の規定は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）

以後に融資あっせんをするもの（平成３１年３月２６日以後に融資あっせんに係る申込書

を受理したものをいう。）から適用し、施行日前に融資あっせんをするもの（平成３１年

３月２５日以前に融資あっせんに係る申込書を受理したものをいう。）については、なお

従前の例による。 


